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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人電気学会（IEEJ）及び一般財団

法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，日本産

業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
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電気エネルギー貯蔵システム－ 

電力システムに接続される電気エネルギー 

貯蔵システムの安全要求事項－ 

電気化学的システムの計画外変更の実施 

Electrical energy storage (EES) systems- 

Safety requirements for grid-integrated EES systems- 

Performing unplanned modification of electrochemical based system 

 
序文 

この規格は，2023 年に第 1 版として発行された IEC 62933-5-3 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，蓄電池のような電気化学的技術を使用した貯蔵装置をもつ，電力システムに接続される電

気エネルギー貯蔵システム（BESS：Battery Energy Storage System）が計画外変更を受ける場合に適用する。

計画外変更は，次の一つ以上を含む可能性がある。 

－ エネルギー貯蔵容量の変更 

－ 蓄電サブシステムの電池種（電池の種類），設計及び製造業者の変更 

－ 非正規部品を使用したサブシステム構成要素の変更 

－ 運転モードの変更 

－ 設置場所の変更 

－ 再利用又は転用電池の設置による蓄電サブシステムの変更 

このような変更は，BESS の本来の安全性を損なう可能性がある。 

この規格は，BESS の全般的な安全側面を規定する JIS C 4441 を補完するものである。この規格が規定

する要求事項は，各状況に応じて JIS C 4441 の要求事項に追加して適用する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 62933-5-3:2023，Electrical energy storage (EES) systems－Part 5-3: Safety requirements for grid-

integrated EES systems－Performing unplanned modification of electrochemical based system（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと


